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議会運営委員会記録 

 

１．期日   平成 28 年 8 月 23 日(火)                       開会 13 時 30 分 

                             閉会 14 時 30 分 

２. 場所   第 1 委員会室 

 

３. 議題 

      ①平成 28 年第 3 回二宮町議会定例会の運営について 

      ②二宮町議会における情報通信機器の使用基準の変更について 

      ③その他 

       

４. 出席者  二見委員長、渡辺副委員長、桑原委員、二宮委員、杉崎委員、小笠原委員 

添田議長、安藤事務局長、椎野庶務課長、堀込主事 

 

      執行者側   ①政策総務部長、総務課長、庶務人事班長 

     

      傍聴議員  7 名 

    

      一般傍聴者 0 名 

 

５．経過 

 

議長あいさつ 

                                        

①平成 28 年第 3 回二宮町議会定例会の運営について 

 

委員長         これより議題に入る。平成 28 年第 3 回二宮町議会定例会の

運営についてを議題とする。執行者側より説明をお願いする。 

 

総務課長        平成 28 年第 3 回二宮町議会定例会上程議案について説明を

する。配付されている資料の次第より 2 枚目、平成 28 年第 3

回二宮町議会定例会上程議案説明資料をお願いする。 

 

            資料に基づき説明(平成 28年第 3回二宮町議会定例会上程議

案説明資料) 

 

            議案等の発送については、8 月 26 日金曜日となる。説明は

以上である。 

 

委員長         これより質疑に入る。 

 

            (挙手なし) 

 

なければ事務局より議事及び会期日程(案)について説明を

お願いする。 
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局長          それでは平成 28 年第 3 回二宮町議会定例会議事及び会期日

程(案)について説明をする。 

 

            資料に基づき説明(平成 28年第 3回二宮町議会定例会議事及

び会期日程(案)) 

 

委員長         ただ今局長より説明があったが、その中で協議を要する事項

について、委員の皆さまで協議をしていただきたい。 

            1 番、陳情の常任委員会への付託および執行者への出席要請

についてである。 

            1 つ目、原発事故避難者に対する住宅無償提供継続の意見書

提出を求める陳情についてどうするか。総務建設経済常任委員

会へ付託でよいか。 

 

            (異議なしとの声あり) 

 

            では、総務建設経済常任委員会へ付託とする。また、出席は

担当部長以下でよいか。 

 

            (異議なしとの声あり) 

 

            ではそのようにしたい。趣旨説明はある。 

次に、日米地位協定の抜本的改定を求める陳情について、ど

うするか。総務建設経済常任委員会へ付託でよいか。 

 

            (異議なしとの声あり) 

 

では、総務建設経済常任委員会へ付託とする。また、出席は

担当部長以下でよいか。 

 

杉崎          普通の陳情と違い、日米地位協定ということで職員は参考質

疑に答えられないと思う。私はこの陳情について、執行者は出

席の必要はないと思う。 

 

委員長         杉崎委員の意見で良いか。 

 

            (異議なしとの声あり) 

 

            それでは執行者の出席要請はしない。趣旨説明はある。 

            次に 2 番、決算総括質疑の通告締切日について、9 月 5 日、

月曜日、総括質疑の 7 日前の正午までとすることでよろしいか。 

 

            (異議なしとの声あり) 

 

           では、決算総括質疑の通告締切日は、9 月 5 日、月曜日とする。 
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            3 番、休会日とすることの確認について、9 月 6 日火曜日、

調整日のため、9 月 8 日木曜日、事項別明細説明送信、9 月 9

日金曜日、総括質疑前、9 月 13 日火曜日、一般質問前、9 月

23 日金曜日、委員長報告調整のため、以上を休会日とする予

定であるが、これについてはどうか。 

 

            (異議なしとの声あり) 

 

            それでは休会日は今話した日程としたい。協議事項は以上で

ある。会期日程や、その他事項については局長の説明のとおり

でよいか。 

 

   (異議なしとの声あり） 

 

  異議なしと認める。他に何かあるか。 

 

   (挙手なし) 

 

ないようであれば、次の案件に入る。執行者側の退席をお願

いする。 

                                        

②二宮町議会における情報通信機器の使用基準の変更について 

 

委員長         事務局より説明をお願いする。 

 

局長          先日、使用基準を決定したが、執行者との協議の関係で一部

文章がそぐわない点があったので、ここで改正としたい。新旧

対照表をお願いする。 

 

            資料に基づき説明(二宮町議会における情報通信機器の使用

基準の新旧対照表) 

 

委員長         何か質問はあるか。 

 

渡辺          第 3 条であるが、「操作音などを発しない」と「操作音など

を発しない設定とする」とは随分違っていて、操作をする以上、

操作音は出てしまうものなのではないかと思っている。その点

は、運営に支障をきたさない常識的な範囲で使用すると。「発

しない」と規定してしまうと、使用できない恐れがある。その

点はどうか。 

 

局長          あくまで支障をきたさない程度ということであるので、その

原則は変わっていない。操作音はキーボードの入力の仕方であ

り、その設定はできないであろうということ。 

 

議長          同じ質問をしようと思った。「発しないこと」にすると使用
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不可能になる。設定をするということが重要。スマホ等である

と、音を出るようにすることもできる。それをしなくても、設

定をするとしておいたほうが、実際の運用の際、異論が出ない

のではないかと思う。 

 

委員長         これだと音をまったく出してはいけないとなっている。 

 

渡辺          例えば、会議の運営に支障をきたす音声や操作音があると、

皆が迷惑するので、「きたさないよう」ではなく、「きたす」と

すればよいのではないか。支障をきたさないものが許されると

いう文言になると思う。 

 

委員長         暫時休憩とする。 

 

暫時休憩 13 時 57 分～14 時 15 分 

 

委員長         休憩前に引き続き、会議を再開する。使用基準の第 3 条第 1

項「会議の運営に支障をきたすような、音声や操作音などを発

すること」としたい。 

            第 2 項「当該会議の目的以外に使用すること」としたい。 

            第 3 項「SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)及び掲

示板などへの投稿並びにメール送信などで審議・審査中の情報

を外部に発信すること」としたい。 

            次に第 5 条の適用範囲であるが「この基準は、会議に出席す

る町議会議員及び町職員について適用する」となっているが、

「及び町職員」を削除することについて、協議をお願いする。 

 

小笠原         「及び町職員」を削除する理由は何か。 

 

局長          執行者側の話だと、本会議、委員会においてパソコン等の使

用はしないということから、この文言は現状において削除して

ほしいとの要望があったので、このように改正させていただい

た。 

 

小笠原         委員会と本会議という話である。少なくとも委員会に議会事

務局がパソコンを持ってきた方が、事務的に合理化が図れるし、

職員を入れていても持ってこなければいいのであるから、町職

員は残しておいたほうが、後々仕事が捗ると思う。 

 

局長          「及び町職員」を削除することによって、議会事務局の職員

が使用できなくなる状況については、議長の許可により持ち込

むとして運用させていただきたい。 

 

小笠原         そうすると、この基準に「議長が判断する場合は、特別に使

用を認める」などの一文を入れた方がいいのではないか。 
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議長          議長は、町職員をここの適用に入れることを前提として、賛

成しているわけで、議会が町職員を入れないという前提でこの

基準を作成しているのであれば、今みたいな条項を入れるべき

であるが、議会としては町職員を入れるべきと考えている。あ

えて例外規定を議会側が入れる必要はないと思う。 

 

小笠原         我々としては世間並のＩＣＴ化に努めたいと考えているわ

けであり、ここでこの文言をどうするかということを決めるわ

けで、議会の立場で決める権利があるわけなので、議長の言う

やり方でいいのかなと思う。 

 

議長          この議会または町の仕事の効率化において、パソコンの利用

ということが必須条件だと思う。たとえば、議会全員協議会を

行っていて、今、第 3 条を変更について議論したが、事務局は

その内容をメモしている。しかし、パソコンを持ち込めば同時

進行で議事録作成ができるわけで、使用する、しないは別にし

ても、事務局職員が町職員であるという前提の下では、町職員

は入れないわけにいかないと議会としては思う所である。 

 

小笠原         議長の言うように、例えば教育委員会議もパソコンを持ち込

み、職員が議事録を作成している。そういう中で、職員を外す

ということは違っている。 

 

議長          ただここで、町側が入れてほしくないということであり、強

制するわけにもいかないので、ここでは削除ということでどう

か。 

 

杉崎          それでは進まないので、とりあえずは事務局職員だけでも入

れたいということであるから、百歩譲ってこの適用範囲で「議

長が認める場合、その限りではない」などと入れておいて、執

行者側が持ち込むとなった時に、そこを削除して町職員を入れ

ればいいのではないか。持ち込んだほうが優位である。 

 

委員長         杉崎委員の意見のとおり「議長が認める場合、その限りでは

ない」などと入れて「及び町職員」は削除したいが、それでよ

いか。 

 

            (異議なしとの声あり) 

 

            ではそのようにしたい。 

 

局長          今の件であるが、本会議、委員会でパソコン等を持ち込まれ

るかたで、延長コードが必要になるかたは、できれば事前に事

務局へ申し出てほしい。本会議場では議席付近までつなげるよ

うな作業が必要になる。 
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委員長         暫時休憩とする。 

 

暫時休憩 14 時 25 分～14 時 30 分 

 

委員長         休憩前に引き続き会議を再開する。第 3 条第 3 項「SNS(ソー

シャルネットワーキングサービス)及び掲示板などへの投稿並び

にメール送信などで審議・審査の会議中に情報を外部に発信する

こと」と変更する。 

                                        

③その他 

 

委員長         他に何かあるか。 

 

            (挙手なし) 

 

なければ、これにて議会運営委員会を閉会する。ご苦労様で

した。 

 

閉会 14 時 30 分 

 


